
１．検討の背景・問題意識
　児童・生徒数の減少により小・中学校の小規模化が進行
　　小規模校には児童生徒一人ひとりに目が行き届き、個々に即した学習や生徒指導等ができるなどのメリットがある一方、児童生徒間の交流相手が限定され、
　　多様な考えに触れる機会が少なくなることや、コミュニケーション能力や社会性を育むという面で学校教育活動に影響を及ぼすことが懸念される。

　　　　⇨子どもたちを取り巻く環境の変化に対応し、将来に向けて魅力ある学校づくりを進める必要がある

２．学校規模の適正化に関する市の考え方
 (1)  より教育効果を上げていくための教育環境のあり方

● 児童生徒が集団の中で多様な考え方に触れ、認め合い、協力し合う中で、思考力、判断力、表現力、問題解決能力などを磨いていけ
る環境

● また、学級編制によって新しい人間関係を築く中で、コミュニケーション能力の向上を図るとともに、社会性や規範意識について学べる
環境

 (2) 子どもたちにとってより良い学校教育を実現するために市として取り組むこと
● 児童生徒が一定規模の集団生活の中で活気に満ちた学校生活を送ることができる学校規模の確保
● 経験年数、専門性、男女比等についてバランスのとれた教職員の配置

舞鶴市学校規模適正化ビジョン 概要版
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小学校児童数の推移と予測 中学校生徒数の推移と予測小・中学校　児童生徒数の推移と予測

今後20年で32.7%(1,764人)減る見込み
5,395人(R7)  ➡  3,631人(R27)

今後20年で31.9%(1,126人)減る見込み
3,527人(R7)  ➡  2,401人(R27)

今後20年で34.2%(638人)減る見込み
1,868人(R7)  ➡  1,230人(R27)

関係者の理解を得ながら学校規模の適正化を推進

３．本市が目指す「望ましい教育環境」

　小・中学校ともに全学年が２学級以上で、クラス替えが可能な規模



1) 児童生徒数の減少をはじめ、小規模校における集団の固定化や中学校進学時に大きな集団に合流する子ども
たちの心理的負担の現状を踏まえながら、小学校同士、中学校同士の統合を段階的に進めます。

2) 複式学級の解消を優先的に進め、１学校について、小・中学校ともに１学年あたり２学級以上で、クラス替えが可能な規模を目指します。

3) 学校統合にあたっては、児童生徒の通学路の安全面や通学時間の負担面に配慮するとともに、地理的条件や道路交通事情等を考慮し、
安心・安全な通学路の設定や通学手段の方策を講じます。

4) 小学校は、「小中一貫教育」の対象区域である、現在の中学校区内での統合を基本とします。ただし、通学時間、学校施設の維持管理面や
地域コミュニティ等の事情を総合的に勘案し、保護者や地域住民等関係者の合意が得られる場合は、基本的な対応以外についても検討す
ることとします。

5) 児童生徒数の多い学校施設の使用や学校敷地の広さ等の状況を踏まえて、基本的に既存の学校施設及び敷地を可能な限り有効活用し
ます。

6) 施設一体型等の小中一貫校の新設や統合後の新たな学校の設置などについても、教育充実の観点、学校施設の維持管理面や地域コミュ
ニティ等の事情を総合的に勘案し検討することとします。

7) 適正規模化を進めることが困難な1小学校1中学校の校区や、学校統合後においても小規模の小中一貫校では、集団が９年間固定するこ
とに留意し、ICTを活用したオンライン授業等、 小規模校のデメリットを最小化する取組を検討します。

8) 既存学校施設を活用する場合は、老朽化対策（校舎や体育館等の長寿命化改修や屋根・外壁等の
大規模改修、電気・水道等の設備改修等）を優先して整備に取り組みます。

9) 保護者や地域住民、学校関係者の理解と協力が得られるよう、意見やニーズ等を聴取するため、
説明会や意見交換会の開催、また、通学手段の確保等の各種支援策を提案するなど、
丁寧な合意形成に努めます。

【資料１】適正化・適正配置基本方針
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R27(2045)年予測R７(2025)年

R27(2045)年予測R７(2025)年

⇨学級数１〜５(複式学級が存在する規模)の学校が増える

⇨全ての学校が「小規模校」に該当する

小
学
校

中
学
校
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【資料２】規模別の特徴と各校の位置付け



【資料３】学校別の児童生徒数の今後の予測
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